
 このため、実践する関係機関ごとの役割 
 は集落に職員を貼り付ける集落担当制や、

農地保有合理化法人、農業機械化銀行等の

機能を持ちながら、今後、水田農業改革で

平成１９年度からの農業者・農業団体が主

役となるシステムへの移行や、担い手の育

成に関わる重要課題の解決を図っていく考

えである。 

 
 

動き始めた石川地方農業振興協議

会担い手育成部会会議！！ 

うつくしま水田農業ビジョン通信ＮＯ２平成１７年５月３１日 

石川地方農業振興協議会では新たな「第二

期アグリプラン２１」の計画が策定された

ことにより、具現化に向けてのプログラム

が動き始めた。ＪＡあぶくま石川では５月

２３日に地域の担い手育成部会会議が開催

された。これまで３年間の地域条件を細か

く分析し、その分析結果を基にした、スタ

ートであり、より実行力のあるものとする

ため、組織的な体制の強化も検討された。 

町村の役割としては、予算的な事務をは

じめとした、町村を超えての農地の流動化

等、より具体的に行動できるシステムにな

っている。 
他に、園芸部会と畜産部会が設置されて

おり、各部会の役割と主課題は以下のとお

りである。 
 会議は事務局長により第二期アグリプラ

ン２１に基づき、これまでの経過と、石川

地方の農業の今後振興の基本方向と戦略課

題について地域農業振興・活性化の４つの

基本方向①担い手育成・確保のあり方②作

物選択のあり方③マーケティングのあり方

④豊富な農村資源の活かし方、などが提案

された。 

園芸部会では：米改革大綱への取組みと

してアクションプログラムの実践支援・担

い手となる大口農家への支援策と・環境保

全型農業の推進として、廃プラスチックリ

サイクルとエコファーマー認定に向けた取

組みが主体である。 
特に、担い手育成に向けた取組みを重点

課題とし、今日の農業情勢に対応していく

ために、石川地方の担い手の育成は地域農

業の存亡にかかわるものであり、大きな危

機感を持って立ち向かうこととなった。 

畜産部会では堆肥マップを中心とした地

域内循環システムの構築と遊休農地対策に

ついて各部会との連携を取りつつ取組みす

る体制がくまれている。 
その他、具体的な動き等  
○ 管内モデル集落営農概況 具体的には担い手育成部会の下に、石川

地方５町村の行政担当者・ＪＡ担当者・須

賀川普及所担当者のメンバーによるプロジ

ェクトチームが発足し、このプロジェクト

チームで実践的な行動計画を立てながら組

織全体で集落営農や受託組織育成に取組む

こととなった。 

○ 各農作業受託者一覧の整理 
○ 地域担い手育成総合支援協議会設置状

況 
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｢担い手｣関係（用語１） 

「基本構想（農業経営基盤強化促進基本

構想）」 

市町村が都道府県の策定する基本方針に即し、地域

の実情を踏まえて策定する当該市町村の農政推進の

ための目標を取りまとめたもの｡当該市町村における

①育成すべき農業経営の目標とすべき所得水準等の

基本的考え方、②営農類型毎の育成すべき効率的か

つ安定的な農業経営の指標(農業経営の規模､生産

方式等)、②こうした経営に集積すべき農用地の割合

の目標等を内容とする｡ 

「基本方針(農業経営基盤強化促進基本

方針)」 

農業経営基盤強化促進法に基づき､都道府県が地

域の特性に即して策定する地域農政推進のための計

画｡当該都道府県における①育成すべき農業経営の

目標とすべき所得水準等の基本的考え方②育成すべ

き経営体の基本的指標(農業経営の規模､生産方式

等)③こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標

等を内容とする｡ 

「経営改善支援センタ一」 

認定農業者等の経営改善に対する支援活動を行う窓

口。全国段階では全国農業会議所、都道府県段階で

は農業会議及び公益法人､市町村段階では市町村､

農業委員会､農協等が設置している｡ 

「効率的かつ安定的な農業経営」 

主たる従事者の年間労働時間が他産業従事者と同

等であり主たる従事者1人当たりの生涯所得がその

地域における他産業従事者とそん色ない水準を確保

し得る生産性の高い農業経営。食料･農業･農村基本

法においては国がこれらの経営を育成し農業生産の

相当部分を担う農業構造を確立するため､必要な施

策を講じることとされている｡ 
「集落営農」 

集落内の農家が農業生産を共同して行う営農｡例え

ば､①転作田の団地化、②共同購入した機械の共同

利用、③中心的な担い手に主な作業を委託し､生産か

ら販売まで共同化するなど､地域の実情に応じてその

形態や取組内容は多様である｡ 

「単一経営」 

農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が､全販

売金額の8割以上を占める経営｡なお､農産物販売金

額が一番多い部門の販売金額が､全販売金額の6割

以上8割未満の経営を準単一経営という｡(⇒複合経

営) 

「中山間地域等直接支払制度」 

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特

に懸念されている中山間地域等において､農業生産

条件の不利を補正する農家等への交付金により、農

業生産活動の維持を通じて､耕作放棄の発生を防止

し多面的機能の確保を図る制度。交付対象となるの

は、自然的･経済的･社会的条件の不利な地域にあり、

かつ農業生産条件の不利な農用地｡交付を受けるに

は、農家が集落協定などを結び､農業生産活動等を5

年間以上継続して行う必要がある｡ 

「特定農業団体」 

農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の農地の

3分の2以上を集積(作業受託)する相手方として､地域

の地権者の合意を得た集落営農組織｡合意を得た地

権者から農作業を受託するよう依頼があったときは､

自己の経営判断とは別に、これに応じる義務を負う｡

なお、①代表者等の定めがある定款又は規約を有し

ていること、②5年以内に農業生産法人となること等を

内容とする計画を有していること、③耕作又は養畜に

ついて構成員全てで費用の共同負担･利益の配分を

していること等の要件を満たす必要がある｡(⇒特定農

業法人) 

「農業サｰビス事業体」 

農業事業体から委託を受けて､農作業に関するサｰビ

スを提供する事業所｡収穫作業等を受託するものや､

酪農ヘルパｰなどがある｡ 


